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Ⅰ 行政改革大綱策定の趣旨 

１ これまでの取組 

 本町では、昭和 60 年に第１次小山町行政改革大綱を定めて以来、社会情勢 

の変化や、行政ニーズ、財政状況等を踏まえつつ、継続して行政改革大綱を策  

定し、各々の大綱に基づいて事務事業や組織機構の見直しに取り組んできま 

した。 

この間、財政面においては、最少の経費で最大の効果をあげるため、効率的・

効果的な行財政の運営に努めてきました。 

また、組織面においては、新たな行政課題や住民の多様なニーズに対応するた 

 め、随時、必要な組織改正を行うとともに、職員の適正配置等、簡素で効率 

的な執行体制の確保に努めてきました。 

 

 ○大綱の計画状況 

区 分 計画期間 

第１次行政改革大綱 昭和 60 年度～昭和 62 年度（３年間） 

第２次行政改革大綱 昭和 63 年度～平成 ２年度（３年間） 

第３次行政改革大綱 平成 ３年度～平成 ５年度（３年間） 

第４次行政改革大綱 平成 ６年度～平成 ８年度（３年間） 

第５次行政改革大綱 平成 ９年度～平成 11 年度（３年間） 

第６次行政改革大綱 平成 12 年度～平成 16 年度（５年間） 

第７次行政改革大綱 平成 17 年度～平成 21 年度（５年間） 

第８次行政改革大綱 平成 22 年度～平成 26 年度（５年間） 

 

 

【第８次行政改革大綱の取組状況】 

直近の第８次行政改革大綱では、取組項目として 59 項目を掲げましたが、

このうち、実施は 45 項目、一部実施は２項目、未実施は 12 項目となってい

ます。 

区 分 
取組 

項目数 

取組状況 

実施 一部実施 未実施 

事務事業の見直し   ５   ３ １   １ 

組織・機構の見直し ２０ １６ ０   ４ 

効果的な行政運営の推進 １６ １２ １   ３ 

財政運営の健全化 １２ ９ ０   ３ 

住民等との協働   ６ ５ ０   １ 

計 ５９ ４５ ２ １２ 
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２ 町を取り巻く環境の変化 

（１）人口減少、少子高齢化の進行 

本町の人口は、昭和 35 年の約 29,000 人をピークに減少し、平成 27 年 10

月現在の人口は 19,371 人（住民基本台帳）となっています。この傾向は今

後も継続し、国の推計（社人研準拠）によると、2060 年（平成 72 年）の人

口は 10,500 人程度まで減少するものとされています。 

   また、平成 27 年 10 月現在の高齢化率は 26.7％で、平成 22 年の 22.4％

に比べ 4.3ポイント増加しており、今後さらなる増加が見込まれています。 

このため本町では、「小山町人口ビジョン」を策定し、人口の将来展望

を行うとともに、人口ビジョンに掲げる目標（2060 年に 17,000 人程度の人

口を維持）を達成するために取り組むべき施策を「小山町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」（以下、「総合戦略」という。）として策定しました。 

 

（２）自治基本条例の制定 

  本町では、参加と協働によるまちづくりを推進し、元気で、明るく、豊

かな地域社会を実現するため、平成 27 年 12 月、町民との協働により、小

山町自治基本条例を制定（平成 28 年４月１日施行）しました。 

 

（３）本町の財政状況 

 人口減少及び少子高齢化の進行に伴う生産年齢人口の減少や、長引く景

気の低迷等を背景に、自主財源の中心となる町税は減少傾向にある一方で、

社会保障経費や公債費等が増加し、厳しい財政状況が続いています。 

 今後もこの傾向は続くことが予想されており、さらに、本町のビックプ

ロジェクトである「三来拠点事業」の本格化、町有施設の老朽化に伴う維

持管理経費の増加等により、本町の財政状況はより一層厳しくなるものと

考えられます。 

 

○財政指標の推移 

財政指標 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

財政力指数  1.02 0.97 0.94 0.93 0.94 

実質公債費比率 ％ 14.5 13.9 12.6 11.5 10.3 

将来負担比率 ％ 110.5 113.7 111.8 101.7 106.5 

経常収支比率 ％ 79.8 79.2 76.4 76.1 79.6 

 
（財政指標の説明） 

・財政力指数：標準的な行政活動を行うために必要な財源をどの程度自ら調達でき

るかを示す指標。指数が 1.00 を超えると地方交付税の不交付団体と

なります。 

・実質公債費比率：地方債の返済額が１年間の収入（財政規模）に対して占める割合。 

25％を超えると財政健全化計画の策定が必要となります。 



３ 

 

 

・将来負担比率：地方債等、現在抱えている負債が１年間の収入（財政規模）に対し

て占める割合。350％を超えると財政健全化計画の策定が必要とな

ります。 

・経常収支比率：扶助費、人件費等の経常的な経費が町税や普通交付税など経常的な 

        収入に占める割合。80％が健全財政の上限で、これを超えると財政 

が硬直化しているといわれています。 

 

○町税の推移 

区分 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

金額（百万円） 4,029 3,936 3,927 3,996 3,875 

 

○地方債（一般会計）残高の推移 

区分 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

金額（百万円） 8,043 8,049 8,167 8,340 8,317 

※町民一人あたりの金額：約 43 万円（Ｈ26） 

 

○財政調整基金残高の推移 

区分 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

金額（百万円） 291 149 179 264 339 

※総合計画の目標：527 百万円（Ｈ31） 

 

 

３ 大綱策定の必要性 

厳しい財政状況にあって、人口減少、少子高齢化の課題に取り組み、地方 

創生に向けた取組を積極的に展開していくためには、限られた行政資源（職

員、財源等）の中で、これまで以上に効率的、効果的な行政運営が求められ

ています。 

 また、持続可能で住みやすい地域社会を実現するためには、行政と町民が

それぞれの役割を認識し、参加と協働によるまちづくりを進めていく必要が

あります。 

 これらを踏まえ、より一層の行財政改革を推進するため、第９次小山町行

政改革大綱を策定するものです。 

 

 

４ 総合計画との関係 

総合計画は行政運営の総合的な指針を定める町の最上位の計画であり、行政 

改革大綱は総合計画の分野別計画であることから、行政改革大綱策定に当た 

っては、総合計画と整合を図っています。 
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（参考）総合計画のうち行財政改革に関する記載（抜粋） 

施策 目 的 施策の方向（主なもの） 

第４章－２ 

健全な財政運

営の確立 

長期にわたり、健全な財政運

営を確立することを目的と

します。 

・財政基盤の強化 

第４章－３ 

効率的な行政

運営の推進 

簡素で効率的な行政運営に

より、行政サービスの向上を

図り、行政に対する町民満足

度を高めることを目的とし

ます。 

・効率的・効果的な行政運営 

の推進 

・組織改革の推進 

・行政サービス改革の推進 

・職員能力の向上 

第４章－４ 

参加と協働に

よるまちづく

り 

町民と町が、互いに地域の課

題や目標に関する情報を共

有した上で、参加と協働によ

るまちづくりを推進し、元気

で、明るく、豊かな地域社会

を実現することを目的とし

ます。 

・参加と協働の仕組みづくり 

・協働に向けた意識の醸成 

・情報共有化の推進 
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Ⅱ 基本方針 
  

１ 計画期間 

  第９次小山町行政改革大綱の計画期間は平成 27 年度から平成 31 年度まで 

の５年間とします。 

 （参考）第４次小山町総合計画後期基本計画：平成 28 年度～平成 31 年度 

 

２ 推進体制 

（１）行政改革推進本部（町長を本部長とし、副町長、教育長、各部課長等で構成する庁内組織） 
 行政改革大綱に基づき、行財政改革を推進します。 

 
（２）行財政改革審議会（町民代表、学識経験者で構成） 

ア 行政改革大綱について町長の諮問に応じて調査審議します。 
  イ 行財政改革の取組状況について、毎年、町から報告を受け、助言しま

す。 
 
３ 推進方法 

行政改革大綱を着実に推進するため、本大綱に合わせた実施計画を策定し、毎

年、行政改革推進本部及び行財政改革審議会へ取組状況の報告を行うとともに、

必要に応じて大綱の見直しを行うことにより、行政改革大綱のＰＤＣＡサイクル

を確立します。 
  

 

 

４ 取組状況の公表 

  行財政改革の推進に当たっては、町民の理解を得ながら、町民とともに改革を 
進めていく必要があることから、実施計画の取組状況について、毎年度、町のホ 
ームページ等を通じて、町民にわかりやすく公表します。 

具体的施策 
の実施 

大綱・実施計画 
の策定 

大綱・実施計画 
の改善・見直し 

実施状況の 
検証・報告 
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Ⅲ 体系 
 

第９次小山町行政改革大綱体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

   

１ 効率的・効果的な行政

運営の推進 

（基本目標） （具体的方策） 

１ 事務事業の見直し 

① 行政評価の実施 

 
２ 民間活力の活用 

① 行政アドバイザーの活用 

② 民間委託等の推進 

 
３ ＩＣＴの活用（新規） 

２ 組織改革と人材育成 １ 組織の見直し 

２ 定員の適正化 

３ 職員の資質向上 

① 人材の育成 

② 新たな人事評価制度の導入（新規） 

③ 職員提案制度の導入（新規） 

 
３ 健全な財政運営の確保 １ 歳入の確保 

① 受益者負担の適正化 
② 町税等の収入率向上 
③ 寄附金収入(ふるさと納税)の確保

 
２ 歳出の抑制 

３ 地方公営企業等の経営健全化 

４ 財政マネジメントの強化 

① 公共施設等総合管理計画の策定（新規） 
② 統一的な基準による地方公会計の整備（新規） 

 
 

 
４ 協働の推進 １ 参加と協働によるまちづくりの推進 

２ 町民主体のまちづくりの推進 

① 町民主体のまちづくりに向けた支援 

② 金太郎計画 2020 の着実な推進（新規） 
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Ⅳ 基本目標及び具体的方策 

 
１ 効率的・効果的な行政運営の推進 

（１）事務事業の見直し 

ア 行政評価（施策評価・事務事業評価）の実施 

 第４次小山町総合計画後期基本計画のＰＤＣＡサイクルを確立するた

め、毎年、同計画に掲げるすべての施策（37 施策）及び施策毎の主要事

業について、必要性、有効性、効率性の観点から評価を行い、事務事業

の見直しを行います。 

  また、主要事業の実施計画を策定し、予算との連動を図るとともに、

今後３年間の具体的な展開を明らかにします。 

  

（２）民間活力の活用 

  ア 行政アドバイザーの活用 

    行政課題に対し、専門的な立場からの指導、助言を受けるため、分野

毎に委嘱した行政アドバイザー①を積極的に活用します。 

   

イ 民間委託等の推進 

民間業者のノウハウ等を活かし、行政サービスの向上やコスト縮減に

つなげるため、事務事業の民間委託等を進めます。 

特に、施設の管理業務については、引き続き指定管理者制度 ②の活用を

推進するとともに、ＰＦＩ③等の導入についても検討を進めます。 

 

（３）ＩＣＴの活用（新規） 

   マイナンバー制度 ④の活用等、町民サービスの向上を図るとともに、効率

的・効果的な行政運営を図るため、情報システムのクラウド化 ⑤をはじめ、

多様な分野におけるＩＣＴ⑥の利活用を進めます。 

 

２ 組織改革と人材育成 

（１）組織の見直し 

新たな行政課題や住民の多様なニーズに的確に対応するため、毎年度組織 

の見直しを行い、時代に即応した組織改正を行います。 

 また、複数の部局に跨る行政課題等に関しては、全庁を挙げて対応する 

ため、プロジェクトチームを設置するなど、弾力的、機動的な組織体制を

構築します。 

 

（２）定員の適正化 

   第６次小山町定員適正化計画（平成 28 年度～平成 32 年度）を着実に実

施し、定員管理の適正化を図ります。 
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（３）職員の資質向上 

  ア 人材の育成 

平成 27年３月に改訂した「小山町職員の人材育成基本方針」に基づき、

自己啓発や職場内外での研修を推進するとともに、国、県、民間との人

事交流等を積極的に進め、人材育成を図ります。 

 

イ 新たな人事評価制度の導入（新規） 

目標管理型の新たな人事評価制度を導入し、職員の意識改革及び業務 

意欲の向上を図ります。 

 

ウ 新たな職員提案制度の導入（新規） 

新たな職員提案制度を導入し、職員の創意工夫を経費の節減、住民サ 

ービスの向上等の事務改善につなげるとともに、職員の意識改革に取り 

組みます。 

 

３ 健全な財政運営の確保 

（１）歳入の確保 

  ア 受益者負担の適正化 

施設の使用料等について、消費税の適正な転嫁及び町民負担の公平性

確保の観点から、必要に応じて見直しを行います。 

 

  イ 町税等の収入率向上 

    町税等の収入率のさらなる向上を図るため、県や静岡県地方税滞納整 

理機構 ⑦と連携し、徴収強化に努めます。 

 

ウ 寄附金収入（ふるさと納税）の確保（新規） 

    財政状況が厳しい中にあって、町の財源を確保するため、小山町のふ

るさと納税のＰＲを積極的に行うとともに、魅力ある返礼品の充実を図

り、寄附金収入（ふるさと納税）の増加を目指します。 

 

（２）歳出の抑制 

   全庁を挙げて事務事業のコスト縮減に努めるとともに、職員一人ひとり

がコスト意識を持って、印刷経費や光熱水費等、庁内経費の削減を徹底し

ます。 

 

（３）地方公営企業等の経営健全化 

   水道事業（地方公営企業 ⑧）及び下水道事業（特別会計）は町民の生活基

盤を支える重要な役割を担うことから、公共性を確保しつつ、効率的、合

理的な経営を行い、経営の健全化を図ります。 

   なお、水道施設及び下水道施設については、今後、老朽化に伴う維持管

理経費の増加や、人口減少に伴う使用水量等の減少（収入減）が予想され

ることから、経営状況等を踏まえ、必要に応じ、料金の見直しを行います。 
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（４）財政マネジメントの強化 

  ア 公共施設等総合管理計画の策定（新規） 

    長期的視点に立って町有施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、 

公共施設等総合管理計画 ⑨を策定します。 

 

  イ 統一的な基準による地方公会計の整備（新規） 

    固定資産台帳を整備し、平成 28 年度決算から統一的な基準による地方

公会計 ⑩に基づく財務書類等を作成します。 

 

４ 協働の推進 

（１）参加と協働によるまちづくりの推進 

まちづくりに関する情報を共有し、町民が主体的にまちづくりに参加で 

きる環境を整備するとともに、協働してまちづくりを推進します。 

 

（２）町民主体のまちづくりの推進 

  ア 町民主体のまちづくりに向けた支援 

町民によるまちづくりやコミュニティ活動に対し、必要な支援を行うと 

ともに、まちづくりを担う人材の育成等に取り組みます。 

 

  イ 金太郎計画 2020 の着実な推進（新規） 

成美、明倫、足柄、北郷、須走の各地域において、住民主体で策定した 

「金太郎計画 2020」について、着実な推進を目指します。 
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【用語の解説】 

                                            
① 行政アドバイザー 

行政経営、医療・福祉、環境、防災、農林、商業・観光、まちづくり、教育・

文化の分野における専門的立場からの職員への指導、助言の他、個別の重要課

題に関する相談に当たる。平成 28 年２月末現在 27 名。 

 
② 指定管理者制度 

 公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・非営利法人な

ど法人その他の団体に包括的に代行させることができる制度。 
管理者は民間の手法を用いて、弾力性や柔軟性のある施設の運営を行うこと

が可能となり、その施設の利用に際して料金を徴収している場合は、得られた

収入を地方公共団体との協定の範囲内で管理者の収入とすることができる。 
 

③ ＰＦＩ 

Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティ

ブ）の略。 

民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計・

建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法。公共サービスの提

供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供が期待さ

れる。 

 
④ マイナンバー制度（社会保障・税番号制度） 

 住民票を有する全ての方に１人１つの番号（個人番号）を付して、社会保障、

税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情

報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの。 

 平成 27 年 10 月に付番され、平成 28 年１月から利用開始。小山町ではマイナ

ンバーカード（個人番号カード）を利用した証明書等のコンビニ交付を平成 28

年 3 月に開始予定。平成 29 年１月からマイナポータル（情報提供等記録開示シ

ステム）の稼働が予定され、平成 29 年７月から情報提供ネットワークシステム

を利用し、各行政機関相互で情報の照会・提供が開始される予定。 

 
⑤ 情報システムのクラウド化 

自治体が情報システムを自庁舎で管理・運用することに代えて、外部のデー

タセンターにおいて管理・運用し、ネットワーク経由で利用することができる

ようにする取組。コスト削減、業務負担の軽減、業務の共通化・標準化、セキ

ュリティ水準の向上、災害に強い基盤構築が期待できる。 
 

⑥ ＩＣＴ 

Information and Communication Technology（インフォメーション・アンド・

コミュニケーション・テクノロジー）の略。「情報通信技術」のこと。 

ＩＴ（Information Technology：情報技術）に替わる語として、主に総務省

をはじめとする行政機関及び公共事業などで用いられている。 
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⑦ 静岡地方税滞納整理機構 

 地方税の滞納額を効率的に縮減するため、市町と県が連携して徴収困難な事

案の滞納整理業務を行う組織として、平成 20 年１月に設立された広域連合。市

町による移管予告効果による自主納付の向上、引受による徴収などにより、高

い成果を上げている。 
 
⑧ 地方公営企業 

 地方公共団体は、一般的な行政活動の他、水の供給や公共輸送の確保、医療

の提供など地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する様々な

事業活動を行っている。こうした事業を行うために地域公共団体が経営する企

業活動の総称。 
 
⑨ 公共施設等総合管理計画 

公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化

などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共

施設の最適な配置を実現するため、地方公共団体が所有する全ての公共施設等

を対象に、地域の実情に応じて総合的かつ計画的な管理を行うための計画。 
 

⑩ 統一的基準による地方公会計 

固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する

統一的な基準。平成 29年度までに全ての地方公共団体において導入される予定。 
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